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第２回特別職報酬等小委員会 会議録 
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委 員 長 宇 田   寛 ○ 
副委員長 上 野 富 一 ○ 
委  員 奥   順 司 ○ 
委  員 松 井 信 雄 ○ 
委  員 柳 本 益 代 ○ 
委  員 仮 屋 肇 昇 ○ 
委  員 藤 田 佐代子 ○ 
委  員 西 平 美 和 ○ 
委  員 松 浦   猛 ○ 

 
 
出席並びに欠席委員 
 
 
出席   １０名 
欠席     名 

 
凡例 
 ○ 出席 
 × 欠席 

委  員 河 上 泰 三 ○ 
事 務 局 長 奥 谷 敏 夫 
事務局次長 栗 山 房 大 
総 務 課 長 石 脇 順 治 
調 整 課 長 狭 間 秋 友 
計 画 課 長 岩 坪 純 司 
総務課主幹 半 田 雅 己 
総務課長補佐 乾   浩 二 
総務課長補佐 栗 本 宗 彦 
総務課係長 中 村   健 
総 務 班 西 坂 善 行 

〃 藤 井 節 子 
〃 脇   登美子 
〃 柏 木 健 司 

合併協議会 
事務局 

〃 上 山 和 彦 
会議の経過 別紙のとおり 
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みなさん、こんにちは。ちょっと予定の時間よりまだ早いんですけれど

も、もう委員の皆様お揃いでございますので、ただ今から第２回特別職報

酬等小委員会を開催させていただきます。 
開会にあたりまして、委員長よりご挨拶をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
 
みなさん、こんにちは。梅雨に入ってますが、雨が少なくて非常に暑い

空梅雨のような状態でございます。季節柄、委員の皆さん方には非常にご

多忙の事と思いますが、本日この暑い中をおしてご出席を賜りまして、誠

にありがとうございます。本日は前回の第１回に引き続きまして、第２回

目の小委員会でございますが、前回考案しておりました特別職の月給並び

に、議会議員、それから非常勤の特別職の報酬についての具体的な事務局

案が提案されまして、またご審議をいただくということになります。なお、

１件別のことでご提案もあるようでございますので、一つ慎重なご審議を

いただいて何とか今回でまとまればもちろんいいんですが、要は十分ご審

議をいただきたいように思いますので、一つよろしくお願いいたします。 
 
はい、どうもありがとうございました。それでは会議の進行につきまし

て、委員長に議長の方をお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
 
それでは、座らせていただいて進めさせていただきます。 
早速ですが、会議次第に従いまして進めさせていただきますが、本日の

委員の方々全員１０名出席しておりますので、小委員会規程第５条第２項

の規定の３分の２以上の委員の出席がございますので、本日の会議は成立

をしておりますので、ご報告をまずさせていただきます。 
それでは引き続きまして、会議次第３番目の本日の会議の会議録署名委

員を私の方からご指名をさせていただきます。那賀町の仮屋肇昇委員さん

一つお願いをしたいと思います。それから貴志川町の松浦猛委員さんにも

ご苦労ですが、よろしくお願いをしたいと思います。 
それでは次の会議次第４番の協議事項にうつらせていただきたいと思

います。前回の５月１８日の会議で事務局の方から資料の提出をお願いし

たんですが、前回事務局の資料について説明いただきましたけども、委員

の皆さん方からご意見もいただいております。今回の会議では事務局案を

ご提示いただくということになっておりますので、事務局の方で案を用意

していただいておりますので、それにつきまして（１）号議案の新市の市

長、助役、収入役及び教育長の給料月額及び（２）号議案の新市の議会議

員の報酬月額について一括して、事務局の方からご説明をいただきたいと
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いう風に思います。 
 
失礼します。総務班の栗本です。４役の給料月額についてと、議員の報

酬月額について紀の川市の案を提示するのに関連性がございますので、併

せて説明させていただきます。 
特別職の報酬につきましては、第１回の小委員会におきまして県内の市

の報酬の状況とか、紀の川市に類似する人口規模の団体との比較、また紀

の川市に類似する類似団体の報酬額、合併先進地の事例ということで提示

させていただきました。しかし、一定した傾向といいますか、基本的なラ

インが見あたりませんでした。各自治体が、それぞれ置かれている状況の

下、独自に報酬額を決定しているように思われます。 
事務局といたしましては、紀の川市における案を作成するにあたり、県

内の市の状況、特に人口規模が類似しております海南、橋本、田辺市の３

市を勘案しながら、紀の川市に類似する全国の団体の平均額を考慮に入れ

まして、報酬額等を提示させていただきたいと思います。 
それで、まず６ページをご覧下さい。県内の市の４役の給料月額の順位

表を上段に表してます。紀の川市は平成１７年３月３１日現在におきまし

て、県内では、田辺市に次いで３位の人口を保持しております。また、県

内の市の４役の給料月額につきましては、和歌山市を除くと、新海南市、

橋本市、新田辺市、といった市が上位に位置しております。次に下の段で

ありますが、報酬額を決定する要素といたしましては、その団体の財政的

な要素も反映する必要があると考えまして、平成１５年度の決算ベースで

紀の川市に類似する人口を有し、そしてまたかつ財政力が類似する団体に

ついて４役の給料月額を調べてみました。そこでこの財政力指数でありま

すけれども標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどれくらい自力で

調達できるかという指数でありまして、通常は３カ年平均としたものであ

ります。紀の川市につきましては財政力指数が０．５前後と試算され、国

が示す標準的な行政を行うための財源の約半分を税金等で調達すると、残

りの半分については地方交付税で補てんされるというようなことであり

ます。それで、この表を見ていただきますとわかりますとおり、同じ財政

規模をようする各自治体においても、報酬額に差がございます。必ずしも

財政状況と報酬額が比例しているということでもありませんでした。この

中で、南アルプス市につきましては、平成１５年４月１日に合併されてお

り、合併当初の額を載せさせていただています。網掛けで、同じ南アルプ

ス市で参考までに平成１７年１月１日に報酬の改定を行っていますので、

報酬の額を載せさせていただいてます。 
それで、４ページに戻っていただきたいのですが、紀の川市の案を作成

するにあたり先程も申し上げましたが、県内の海南、橋本、田辺の３市の



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

状況と紀の川市に類似する類似団体を考慮に入れて案を作成しました。そ

こで、類似団体についてですが、市町村の態様を決定する要素のうちで最

もその度合いが強い、客観的に把握できる人口、それと産業構造により設

定されています。紀の川市の市町村類型といたしましては、人口が平成１

２年国勢調査で７０，０６７人、産業別就業構成としてはサービス業とい

った第３次産業が５３．６％、建設業・製造業といいました第２次産業を

合わしまして、比率が７８．９％となっておりまして、これに当てはまる

紀の川市の類型は都市のⅡ―１ということになります。この類型は人口的

には、５５，０００から８０，０００までの範囲の中での、都市の中でも

比較的農業といった第１次産業へ従事する人が多い団体となっておりま

す。全国的には平成１５年度においてこの類似する団体が一団体となって

おりまして、この団体は最近合併により新設された団体でありまして、選

定されておりません。この結果、紀の川市に類似する都市Ⅱ－１という団

体は選定されていませんので、紀の川市よりも都市化されております、一

番近い都市のⅡ－２という類似団体数値で考えました。この都市のⅡ－２

については、２４の該当団体があり、そのうち２０団体が選定されてると

いった状況です。 
それで３ページを見ていただきたいんですけれども、類似団体都市のⅡ

－２の４役の給料月額といたしましては、一番左の紀の川市案のところの

Ⅱ－２というところの欄になるんですが、市長では８９２，２００円、助

役で７３０，４００円、収入役で６５９，８００円、教育長で６４９，４

００円となっております。この給料月額をそのまま使用しますと市長で

は、８９万円となりまして、８９万円と設定いたしますと和歌山市を除い

て県下では海南市と並んでトップクラスとなります。また、助役、収入役

についても海南市に次いでトップクラスということになります。それで類

似団体数値というのは全国的な平均額となるんですが、県内の市の状況も

勘案する必要があると考えまして、紀の川市に比較的人口規模が似通って

いる新橋本市、新田辺市、新海南市と比較いたしまして、全国の平均数値

をそのまま使うのではなく、３市の中で新橋本市については検討中である

んですが、田辺市の数値をそのまま紀の川市の案として数値をおさえまし

て、提示させていただきました。 
それで５ページですが、５ページは類似団体別の全国の平均額の表であ

ります。見ていただきますと、傾向といたしましては比較的人口が多くな

れば報酬額も高くなっております。産業構造によっては左右されていると

いうわけでもないと考えられます。 
それから６ページは先程説明させていただきました。 
７ページになります。７ページは第１回の小委員会の中で要望のありま

した資料でございます。現在５町の中で一般職において一番給料が高い職



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員と特別職の給料月額の比較表であります。右下の表を見ていただきたい

んですが、今５町の一般職の中で最高の給与額につきましては、８級の２

９号ということで給料月額で４７９，９００円となっております。毎月支

払われる額といたしましては、諸々の諸手当がつきまして５６６，７６２

円となっておりまして、年額といたしましては９，２４９，１４０円とな

ります。 
それで特別職という欄があります。例えば毎月５４万円いただいてる特

別職につきましては、年額では諸手当も入るんですが、一般職に約、一番

右端になるんですが、特別職との差というとこです、１４万円少なくなっ

ております。また５５万円で比べますと年額で一番右端になるんですが、

かろうじて一般職より多くなります。しかし毎月支払われる額について

は、一般職に比べて２千円ほど安くなっております。月額５６万円でやっ

と毎月も年額においても一般職よりも多くもらえるというような状況に

なっております。 
次に８ページになります。８ページは市長職務執行者の給料月額につい

てでございます。市長職務執行者につきましては、下の段に書いてますと

おり、５町の首長は合併の日の前日に失職しますので、５町の首長のうち

から協議により選任された人が紀の川市の市長が選挙されるまでの間、そ

の市長の職務を行うことが規定されております。それで合併先進地事例を

見ていただきますと、下から４つ目に京丹後市という市があるんですが、

この市につきましては、旧町における最高額を適用しておるんですが、ほ

とんどの事例では新市の市長の給料月額を適用しているといった状況で

す。これは、市長職務執行者の仕事においても市長と同様の職務を行うと

いう理由からではないかなと考えられます。それで、案といたしましては

市長職務執行者の給料月額については新市の市長の給料月額を適用する

ということであります。 
次に新市の議会議員の報酬月額についてであります。考え方といたしま

しては、４役の給料月額と同じような考え方でありまして、まず１０ペー

ジをご覧下さい。上段の表には県内の市の議員の報酬月額順位表というこ

とで載せています。和歌山市を除く、海南、橋本、田辺市が上位を占めて

いるといった状況であります。また下の表ですが、紀の川市に類似する財

政力指数団体の状況ですが、議員におきましても財政力に関わらずばらつ

きがあるといった状況です。この中で南アルプス市につきましては、平成

１５年４月１日に合併されており在任特例を適用しておりまして、議員の

数が９５名となっております。現在２８名に改定されております。 
それで、９ページを見ていただきたいのですが、紀の川市の議員の報酬

月額案ということで一番左端に紀の川市案というのがあります。紀の川市

に類似しております都市Ⅱ－２の報酬額を案として提示させていただき
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ました。議長で４６万円、副議長で４１万円、議員で３７万円となってお

ります。県内の市を見比べていただきますと、４役についてはそうではな

かったんですが、各市とも類似団体、全国平均よりも高く設定されており

ます。市町村合併は行政改革の一手段といわれまして、厳しい財政状況の

下、今後の財政の効率化のためにも県内の市との比較においては低くなっ

ておるんですが、全国平均を基礎として案を提示させていただきました。 
１１ページになります。１１ページにはこの紀の川市案でいきますと、

どれだけの削減効果があるかということで、試算を行っております。網掛

けの部分になるんですが、紀の川市の最初に行われる選挙については、定

数３０名で行われます。それで、区分の年間合計額という欄がありまして、

これが３０名の議員の報酬額の合計であります。年間で１９，１６０万円

ぐらいかかるのではないかと試算しております。それで、一番下に太枠で

５町計という枠がありまして、今５町で約２６，１８０万円の報酬をお渡

ししております。区分の経費削減額という欄がありますが、年間で約７，

０２０万円の削減となりまして、削減率といたしましては２６．８％とい

うことになります。それで紀の川市の本来の定数が２６名になりますん

で、４年後の選挙につきましては定数２６人という欄がありますけれど

も、そこで年間で約１６，６３０万円となりまして、約９，５５０万円の

削減額ということになりまして、削減率といたしましては３６．５％とい

うような状況になっております。それから下の表につきましては、新の海

南市、新橋本市、新田辺市についての経費を参考までに出させていただい

ております。新海南市につきましては、在任特例を適用しておりますんで、

その後２４名の定数で選挙となります。年間合計額といたしましては、１

８，２５０万円ほどの経費がかかると、新橋本につきましては、新の海南

市とほぼ同額の経費がかかるという状況です。田辺市につきましては、設

置選挙でありまして定数３０人で、２２，２６０万円ほどかかるというよ

うな状況になっております。以上です。 
 
どうもありがとうございました。ただ今事務局の方から（１）号議案の

新市の市長、助役、収入役及び教育長の給料月額、それから（２）号の新

市の議会議員の報酬月額についての事務局案について、説明がなされまし

た。非常に色々な額を多方面に渡って説明をしてくれておりますが、これ

について色々とご審議をいただきたいと思いますが、その前に先程も説明

がありましたが、市長職務執行者の給料月額についても審議をしたいとい

うように思うんですが、これについてお諮りをしたいと思うんですが、こ

の際一緒に審議をさせてもらって差し支えございませんか。 
 
「はい。」の声あり。 
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ありがとうございます。それでは異議なしということでございますの

で、新市の執行者の給料月額についても一緒にご審議をいただきたいとい

う風に思います。皆さん方から一つ忌憚のないご意見をいただきたいとい

う風に思います。 
県内の市長さんとか議長さんとか、或いは類型のところの例でも出てお

るんですが、一つわかりにくい点があったら一つご質問も遠慮せんとして

いただいた中でご審議をいただきたいと思います。 
ございませんか。河上さんどうですか、何かございませんか。当初特別

職と議員さんだけだったんですが、もう市長職務執行者もこの際入れても

らって３件を一緒にご審議をいただくということです。 
 
私、前回の委員会の時にここら辺の資料がないんかっていうことで、ご

意見をちょっと言わせていただいたんですけど、やはりこれ見てると数字

だけのもんですけども、自分が予想してた辺りにやっぱりきてるなという

感じは今受けてます、率直に。優先順位何かっていうと、細かく掘り下げ

てっていうことになるとこれまた非常に大変な作業はあるんかと思いま

すけども、やはり優先順位としては、財政指数がやっぱりまず、僕は個人

的には第一かなと。第二にはいわゆるこの今出していただいてるデータの

中でですね、今回の合併の主旨等をふまえた中で報酬は決まるべきかなと

いう感じは受けております。以上です。 
 
はい。前回の時に河上さんの方からご意見がありました、行政職の一般

職の給料なんかとの比較という面も出てこようかと思います。 
他、ございませんか。はい、どうぞ。 
 
松浦です。この類型Ⅰと類型Ⅱとあるやろう、これ類型どうなってるん

かな。市長で８３万、８９２，２００円と、両方あるよなぁ。これは類型

Ⅱっていう形で、ここらどうなっていくん。類型ⅠとⅡと。 
 
はい、議長、よろしいですか。 
 
 
はい、どうぞ。 
 
はい。類型Ⅰ、類型Ⅱの話なんですけれども、先程栗本の方から簡単に

説明させてもらったんですけれども、もう一度ちょっと説明申し上げま

す。市町村類型っていいますのは、人口とそれから産業別、就業構成それ
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によってⅡ－１であるとか、Ⅱ－２であるとかっていうことで分類してる

わけなんですけれども、今回紀の川市につきましては、人口が５５，００

０から８０，０００ということで４ページの方を見ていただきましたらで

すね、あるんですけれども、５５，０００から８０，０００っていうのは

類型Ⅱになります。Ⅱの中の産業構造が細かく色々書いてるんですけど、

やや一次産業が多いところにつきましては、その数字が１から都市型にな

っていくほど５に近づいていくわけなんですけれども、紀の川市はⅡのな

かでは１という分類になりまして、そのⅡ－１に該当する類似団体といい

ましょうか、我々と同じグループに来る団体がですね、今現在一つしかな

いんですけれども、全国的な平均を出すについての資料に反映してくる市

町村っていうのはその市町村も入ってませんでして、全くデータとしては

Ⅱ－１としては、データがないという状態でございます。そういうことで

Ⅱ－２っていいますのは、ちょっと産業構造が若干我々の紀の川市に比べ

ると都市型になってくるんですけれども、人口的には同じレベルにいてる

というところがですね、その次の５ページを開いていただきましたらその

網掛けみたいになってるんですけれども、Ⅱ－２というところで、一番右

にありますけれども、（２４）っていうことで、全国的には２４団体ござ

います。その中で合併、平成８年度から以降で合併したとこっていうのは

ちょっと対象に今国の方でしていないということで、数字に反映している

のがその２４団体のうち２０団体を反映させてその平均を、全国平均をと

ったのがそこにある市長の給与月額とか、助役の月額、議会議長の月額そ

ういうことになってます。それで我々の紀の川市と同じⅡ－１っていうの

がございませんので、それに最も近いところの類似団体の数字を採用させ

ていただいたと、そういうことでございます。以上でございます。 
 
よろしゅうございますか。はい。他、ございませんか。 
ございませんか。はい。 
 
これは月額やから年間の総額どれぐらいになるやろう。これ首長だけや

なしに、ここに出てる全体の。 
 
特別職と議員さんとのトータルの金額ですね。 
 
金額で、占める割合、どのくらいになるやろ。 
 
事務局の方でそういう資料出てますか。現状の５町のプラスした特別

職、それから議員さんの総額と、合併した新市のこの案に従っての総額と

の比較でどの程度になって、どれくらいの財政改革になるのかっていうこ
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議長 
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とだろうと思いますので。はい。 
 
はい、議長。年間のまず４役の今現在の５町の合計額なんですけれども、

１９，１００万です、大体。それに対しましてですね、今案として出させ

ていただいてる額でその４名の特別職の合計額がですね、４，９６０万ぐ

らいです。差し引きしますと１４，１３０万から４０万ぐらいの差が出て

参ります。約１４，１００万ぐらいと思っていただいたら結構かなと。大

体削減率にして７４～５％っていうことで、４分の１程度になるというこ

とです。当然人数が少なくなりますんで。 
それと議会の方はこれは資料としてあったんですかね。議会の方はです

ね、原案でいかしていただきますと、１１ページになりますが一番下に５

町計って書いてますのが、これ今現在の５町の議員さん全ての合計額って

いうことで２６，１８０万です。そして今提案させていただいてるその報

酬月額を採用いたしまして３０人、１回目の選挙３０人で行われますん

で、３０人定数で合計いたしますと１９，１６０万ぐらいですか。という

ことでその右側に差額があるんですけども、７，０００万ぐらい、７，０

２０万ぐらいになります。はい、以上です。 
 
よろしゅうございますか。一応４役については１４，３００万程度の減

額になるということですね。それから議員さんについては７，０００万ち

ょっとぐらいの減額になるということのようですか。松浦さんよろしゅう

ございますか。 
じゃあ他にございませんか。ご意見、ご質問もないようですのでお諮り

をしたいと思うんですが、（１）号議案の新市の市長、助役、収入役及び

教育長の給料月額等、それから（２）号議案の新市の議会議員の報酬月額

と、それから新市の市長執行者の給料月額、この３点について答申する旨

決定していきたいと思うんですが、よろしゅうございますか。 
 
「はい。」の声あり。 
 
ございませんか。じゃあこれで一応答申案として決定をさせていただく

ということでよろしゅうございますか。 
 
「はい。」の声あり。 
 
はい、ありがとうございます。はい。 
 
答申案やけどね、答申案はこれでいいと思うんですよ。ちょっと答申と
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いうことになると、市民感情を考慮してという言葉をほしいなと思うん

ですよ。ということは、各所でちょっと耳にすることはね、市に合併し

たら水道代上がるんとちがうか、税金上がるんとちがうかというような

ちょっと不安的な言葉が各所に聞かれるんですよ。だからそういう公に

出てくるような文言の中で、市民感情を考慮に入れてということになる

と、今この４役、特別職で１４，１００万ぐらいの削減になると、或い

は議員の総額から削減になると、いうことの説明が出てくるんで、その

削減になるということを市民感情を考慮に入れてこういうように決め

ましたということになれば、この数字で僕は良いと思うんです。全体的

な形の中の答申案にしていただいたらありがたいなと思うんです。以上

です。ちょっとわかりにくいですけど。 
 
 いえいえ、ありがとうございます。実は第３回目、次の小委員会でです

ね、答申案について事務局にまた案を作っていただいて、それをご審議を

いただいて終わるということになるかと思うんですよ。従って今奥委員さ

んがおっしゃられたようなことを、事務局の方でも一つご配慮を願った中

で答申案の中へ盛り込んでいただくということでよろしゅうございます

か。 
 そこら、委員さんもそれでよろしゅうございますか。 
 
 「はい。」の声あり。 
 
 はい。じゃあそういうことで、この新市の特別職４役と、それから議会

議員の報酬につきまして、それから職務執行者の給料、この３件について

はこれでご了解いただいたということで進めさせてもらってよろしござ

いますね、はい。ありがとうございます。 
 それでは続きまして、（３）号議案の新市の非常勤の特別職の報酬額に

ついて事務局の方からご説明をいただきたいと思います。 
 
 失礼します。新市の非常勤の特別職の報酬額についてということでござ

います。非常勤の特別職につきましては、第１回の小委員会におきまして

地方自治法で規定されております行政委員についてのみ協議するという

ことになっております。これらの行政委員さん達の報酬額につきまして

は、先程来４役の給料月額、議会議員の報酬額といった類似団体の数値は

公表されておりません。 
それで１３ページを見ていただきたいんですけれども、紀の川市に類似

します都市Ⅱ－２という類似団体につきましては、先程来２４団体ありま

して、その２４団体の全ての団体の報酬額について、インターネット等で



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調べてみました。で、ありますんで４役、議会議員につきましては１５年

度のベースであったんですが、この分については最新の額となります。一

覧にさせていただいております。報酬額の支払いにつきましては、年額と

か、月額、日額という風に分かれておりまして、出来る範囲におきまして

平均しました額を案ということで提示させていただきました。 
それでまず教育委員会につきましては、委員の人数といたしましては、

基本的には５名となっております。年額で支払われている団体につきまし

ては、月額に換算し直し、平均額を出させていただいております。委員長

で月額平均で６４，０００円、委員で５０，０００円という案でございま

す。 
それから選挙管理委員会につきましては、委員の数が４名となっており

ます。年額で支払われている団体につきましては、月額に換算しまして、

日額で支払われている団体につきましては、カウントしておりません。そ

れで、委員長が月額３１，０００円、委員が２３，０００円という案でご

ざいます。 
農業委員会につきましては、合併協定により調整した結果、選挙による

委員が３０名、それから選任による委員が後プラスアルファされます。そ

れで年額を月額に換算し、会長が月額４６，０００円、副会長で３５，０

００円、委員が３０，０００円という案でございます。 
それと固定資産評価審査委員会につきましては、定数が５人以内となっ

ております。日額で支払うということといたしまして年額で支払われてい

る団体につきましては、カウントしておりません。それで委員長が日額７，

０００円、委員も同額の７，０００円という案でございます。 
次に監査委員です。条例で定めるところにより３人、或いはまた２人と

なっております。年額で支払われている団体につきましては月額に換算し

ております。それと後、一番下の欄に佐賀県の伊万里市という市があるん

ですが、ここの知識経験者の額が異常に高い報酬額でありますので、この

額はカウントしておりません。それで議会の選出が月額で３９，０００円、

知識経験者で１０５，０００円という案であります。 
後、公平委員会です。定員が３人となっておりまして日額支払いといた

しまして、月額に支払われている団体につきましてはカウントしておりま

せん。それで委員長が日額８，０００円、委員が７，０００円という案で

ございます。 
現在分科会におきまして、これ以外の非常勤の報酬額については今ある

５町の最高額を限度として考えていただいてるという状況でありまして、

固定資産評価審査委員会、公平委員会におきましては日額で報酬額を提示

させていただいております。他に審議会の委員の報酬額の動向もあります

ので、その辺を勘案しながら弾力的に考えていけたらなと事務局では思っ
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ております。 
それでこの案でいきますと、１４ページを見ていただきますと、県内に

おきましてどのくらいのランクになるかということですが、比較できます

ように月額で支払ってる分は年額に置き換えたりして、数字を置き換えて

おるんですが、教育委員におきましては、御坊市さんの次にランクされる

といった状況です。選挙管理委員につきましては、年額になおしますと委

員長で３７２，０００円、委員で２７６，０００円といった状況になりま

すんで、田辺市の次にランクされると。農業委員会では年額に換算します

と、会長で５５２，０００円、委員で３６０，０００円となりますんで、

和歌山市に次ぐことになります。固定資産評価審査委員会につきまして

は、橋本市と同じランクといった状況です。監査委員につきましては、議

会選出が３９，０００円ですので、和歌山市に次ぐことになり、知識経験

者については海南市の次にランクされるといった状況です。公平委員につ

きましては、県内の市に比べて低いランクといった状況になります。以上

です。 
 
はい、ありがとうございました。ただ今事務局から説明のありました新

市の非常勤特別職の報酬額についての一つご質問、ご意見をいただきたい

と思います。 
ございませんか。今説明をいただいた中で、この１２ページのこの新市

の非常勤の特別職報酬額というここを見れば一番わかりやすいというこ

とですな。ございませんか。 
 
平均額ですねこれ、１３ページのこの各市の額を計算して、この一番下

の平均額がここにきてると思うので、これでいいです。 
 
そうです、端数を、１，０００円以下を切り捨ててしてるということ 

で判断していただいたらええと思うんですが。 
 
それからこれね、会長代理、農業委員会が会長代理ってなってるやろう。

副会長と一緒のようやし。この農業委員会が会長代理か副会長か決めたら

いいようなもんやけども、会長代理っていうのは副会長になるとするんで

すか。 
 
 副会長やと思う、会長代理というのは。うちの５町の農業委員会はほと

んど副会長と違うんかな。 
 
 ちょっとよろしいですか。 
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はい、どうぞ。 
 
実はですね、５町の農業委員会の方からですね、会長さんの連盟で合併

協議会の会長宛に色んな要請文がきてるんですけど、その中にその報酬の

ことにも実は触れてまして、当然この小委員会での協議を尊重しますって

いうことで最後は締めくくってくれてまして、額の方の提示もあるんです

けども、額については事務局案よりかちょっと低い額になってるんですけ

どね。その中で名称的に会長、それから副会長、委員っていうそういう形

で上がってきてましたんで、ここへは一応副会長っていうのを書かせてい

ただいたんですけど、全国的にはそうなんですかね。はい。 
 
よろしございますか。はい。他ございませんか。 
ではないようでございますので、お諮りをしたいと思います。（３）号

議案の新市の非常勤特別職の報酬額につきまして、事務局案のとおり答申

するということで決定させていただいてよろしございますか。 
 
「はい。」の声あり。 
 
はい、どうもありがとうございました。はい。 
 
そして右側の委員会審議結果という欄の会長代理というところもでき 

るだけ統一してほしい。 
 
 はい、わかりました。事務局よろしくお願いしときます。それでは、皆

さん方の熱心なご審議によりまして以上でこの小委員会の諮問された事

項につきましては、全て意見の調整ができました。それで先程もちょっと

触れたんですが、次回の小委員会につきましては、事務局の方で答申案の

作成をしていただいて、それについて小委員会で審議をしたいということ

を考えておりますが、それでよろしゅうございますか。 
 
 「はい。」の声あり。 
 
 それでは、次回の小委員会では答申案の作成を事務局にお願いをして、

その事務局案の答申の審議をしていただいて、先程奥委員やそれから松浦

委員さんの方から出ましたようなことも一つ勘案をしていただいた中で、

答申案の作成をしていただくということでお願いをしたいと思います。 
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それでは、一応これまでの予定の審議事項につきましては、全て終了い

たしましたので会議次第５番のその他について委員の皆さん方から何か

ご意見、或いはご質問でもけっこうですが、ございませんか。 
ございませんか。ないようでしたら、会議次第第６番目の次回の第３回

の小委員会についての開催日程についてご意見を伺いたいと思うんです

が、何かご要望とかございますか。 
 
事務局の作業がありますからね、一応次回いつ頃でっていうのを提示し

てもらったら大体それでいけると思うんですけれども、はい。 
 
それでは事務局の方で次回の日程いつ頃という予定を考えられてるん

でしたら一つ。 
 
はい、ありがとうございます。それでは事務局の方でちょっと考えがあ

りますので申し上げたいと思います。７月の２１日の木曜日なんですけれ

ども、午後１時３０分から本日と同じこの場所で開催していただければと

考えます。よろしくお願いします。 
 
今、事務局の方から案として来月、７月の２１日木曜日、午後１時３０

分から、場所はこの粉河のふるさとセンターで行うということでよろしゅ

うございますか。はい、どうぞ。 
 
第１４回の合併協議会へ出すんやな。 
 
そういうことになりますね。 
 
そうなるわな。 
 
一応、最初に進め方としては、協議会へ出す前に会長に報告するという

文言があったと思うんですが、それをどうするかですね。 
 
自分勝手なようで申し訳ないんですが、私、２１日毎月この日、医大へ

行く日になってますんで。えらい勝手なことで申し訳ないんですが、代え

られたら代えていただけたらと思います。 
 
はい。他の委員さんどうですか。例えば今２１日、松浦さんが具合悪い

ということでしたが、この近辺でちょっと都合が悪いという委員さんはご

ざいますか。 



 
 
 
 
 
 
事務局 
（局長    

奥谷敏夫） 
議長 
（宇田 寛） 
 
 
議長 
（宇田 寛） 
事務局 
（次長 

栗山房大） 
 
議長 
（宇田 寛） 
 
 
 
議長 
（宇田 寛） 
 
 
委員 
（上野富一） 
 
 
 
議長 
（宇田 寛） 
 
 
 

事務的には２１日は省いて他の日でも、問題は会場だけの確保。はい、 
ちょっと休憩ということで。 

 
（休憩 午後２時２０分） 
（再開 午後２時２１分） 

 
すいません。２１日を除いて、前の２０日、２２日両方前後空いてるん

ですけども、そこらはもう委員さん方はどちらでも。 
 
どちらでもいいですか。 
 
「はい。」の声あり。 
 
じゃあもう事務局の方でどちらか。 
 
はい、そしたら７月の２２日の金曜日ということでよろしくお願いいた

します。時間は午後１時３０分から、場所もこの場所で、よろしくお願い

します。 
 
それでは、最終的に７月２２日金曜、１３時３０分から、この粉河町の

ふるさとセンターで行わせていただきます。よろしゅうございますか。 
 
「はい。」の声あり。 
 
はい、ありがとうございます。それでは、全ての審議が終了いたしまし

たので、閉会の挨拶を上野副委員長さんに一つよろしくお願いをしたいと

思います。 
 
委員の皆さん、本日は大変ご苦労さまでした。第２回の特別職報酬小委

員会も皆さんのご審議をいただいて、無事に終了することが出来ました。

本当にご苦労さまでした。また次回の委員会よろしくお願いします。本日

はどうもご苦労さまでした。ありがとうございました。 
 
ありがとうございました。 



 
 

 

 


